[bookmark: _Hlk216107486]（指針第４関係 標準様式）
令和　　年　　月　　日　

　鹿児島県
　　大隅加工技術研究センター所長　殿


住　　所                                   
事業所名                                   
                                 　 代表者名                            ㊞
                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （自筆の場合は押印省略可）


誓　約　書


　私と当社員は，「大隅加工技術研究センターが提供する技術等の取扱いに関する指針」に定める鹿児島県大隅加工技術研究センター(以下「センター」という。)
から提供された技術等を取り扱うにあたり，下記の事項を遵守します。


記


１　提供技術名　　　　　　　　お茶のフリーズドライに係る技術　　　　　　

２　遵守事項

 (１)　提供された技術等を当社以外の第三者に公開しません。

 (２)　提供された技術等について，特許等を申請しません。

 (３)　提供された技術等を改変し得られた技術について，センターの承諾を得ずに特許等を申請しません。

 (４)　提供された技術等の活用により製品化された場合，センターの技術等を活用した旨を製品等に表示する努力をします。また，センターがその旨を公表することについて同意します。

 (５)　上記で定めるもののほか，技術等の取扱いに関する必要な事項については，センターと協議します。

 (
記入例
１　１
)（指針第４関係 標準様式）
令和　７年　１月　１日　

　鹿児島県
　　大隅加工技術研究センター所長　殿

 (
○○
市
○○○
町
○○
-
○
)
 (
株式会社○○○
)住　　所                                   
 (
代表取締役 鹿児島 太郎
)事業所名                                   
                                 　 代表者名                            ㊞
                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （自筆の場合は押印省略可）


誓　約　書


　私と当社員は，「大隅加工技術研究センターが提供する技術等の取扱いに関する指針」に定める鹿児島県大隅加工技術研究センター(以下「センター」という。)
から提供された技術等を取り扱うにあたり，下記の事項を遵守します。


記


１　提供技術名　　　　　　　　お茶のフリーズドライに係る技術　　　　　　

２　遵守事項

 (１)　提供された技術等を当社以外の第三者に公開しません。

 (２)　提供された技術等について，特許等を申請しません。

 (３)　提供された技術等を改変し得られた技術について，センターの承諾を得ずに特許等を申請しません。

 (４)　提供された技術等の活用により製品化された場合，センターの技術等を活用した旨を製品等に表示する努力をします。また，センターがその旨を公表することについて同意します。

 (５)　上記で定めるもののほか，技術等の取扱いに関する必要な事項については，センターと協議します。


 (
記入例
２　１
)（指針第４関係 標準様式）
令和　７年　１月　１日　

　鹿児島県
　　大隅加工技術研究センター所長　殿

 (
○○
市
○○○
町
○○
-
○
)
 (
○○市○○部○○課
)住　　所                                   
 (
○○課長 鹿児島 太郎
)事業所名                                   
                                 　 代表者名                            ㊞
                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （自筆の場合は押印省略可）


誓　約　書


　私と当社員は，「大隅加工技術研究センターが提供する技術等の取扱いに関する指針」に定める鹿児島県大隅加工技術研究センター(以下「センター」という。)
から提供された技術等を取り扱うにあたり，下記の事項を遵守します。


記


１　提供技術名　　　　　　　　お茶のフリーズドライに係る技術　　　　　　

２　遵守事項

 (１)　提供された技術等を当社以外の第三者に公開しません。

 (２)　提供された技術等について，特許等を申請しません。

 (３)　提供された技術等を改変し得られた技術について，センターの承諾を得ずに特許等を申請しません。

 (４)　提供された技術等の活用により製品化された場合，センターの技術等を活用した旨を製品等に表示する努力をします。また，センターがその旨を公表することについて同意します。

 (５)　上記で定めるもののほか，技術等の取扱いに関する必要な事項については，センターと協議します。

